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最高裁判所長官挨拶  

新型コロナウイ ルス感染症が世 界中に拡大し， 我が国に

おいても国を挙 げた対応がとら れてきました。 ４月１６日

からは全都道府 県を緊急事態措 置の対象とする 緊急事態宣

言が出されまし たが，大型連休 後は，新規感染 者数が徐々

に落ち着きを見 せ，緊 急事態措 置も段階的に解 除されるに

至りました。し かし，今後 再燃 する可能性も指 摘されてお

り，感染拡大を 予防しつつ，社 会経済活動を段 階的に回復

していく過程が 続いています。 新型コロナウイ ルス感染症

の終息を目指し た努力は，今後 も相当の期間継 続すること

が見込まれます。  

このような現下 の状況を踏まえ て，例年実施さ れてきた

長官所長会同に ついて，今年度 はこれを開催し ないことと

しました。緊急 事態解除宣言後 とはいえ，感染 の再拡大に

対して警戒が続 けられる中で裁 判所機能の段階 的な回復に

取り組んでいる 時期に，裁判所 運営の責任者で ある各 裁判

所の長が現場を 離れて一堂に会 することは相当 でないと考

えられたからで す。その上で， 今回，喫緊の課 題である新

型コロナウイル ス感染症への対 応をテーマとし て，各高等

裁判所長官にお いて管内の地方 裁判所長及び家 庭裁判所長
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との間で適宜の 方法により意見 を交換した上で ，その結果

を基にして高等 裁判所長官との 間で，テレビ会 議の方法に

より，これまで の対応を振り返 り，現状の課題 や今後の取

組等に関して意見交換を実施することとした次第です。  

さて，新型コロ ナウイルス感染 がまん延して以 降，裁判

所においては， 感染の拡大防止 と，国民から負 託された司

法権を行使する 紛争解決機関と しての役割とを どのように

調和させて実行 していくかを最 大の課題として 取り組んで

きました。  

そして，当初の 急速な感染拡大 局面においては ，政府の

方針等を踏まえ ながら，感染症 に関する業務継 続計画（Ｂ

ＣＰ）に基づき ，そのような状 況下でもなお必 要とされる

機能を維持でき る範囲に業務を 縮小し，それに 応じた最小

限の範囲の態勢 をとることによ って，裁判所の 利用者や職

員らの移動等を できる限り回避 することとしま した。未曾

有の緊急事態の 中にあって，各 裁判所において は，地域の

状況に応じて裁 判事務をど のよ うに行っていく かを，事件

処理について責 任を負う立場に ある裁判官が中 心となって

部などの場で検 討し，部の職員 ，庁全体で認識 を共有して

いく作業を直ち に実施するとと もに，当事者等 の関係者，
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関係機関・団体 ，地域社会等に 対しては，その 理解を十分

得るための努力 が求められるこ ととなりました 。この間の

全国の裁判所職 員の尽力に対し て，ここで改め て敬意を表

します。  

同時に，そうし た過程において は，業務継続に 関連して

これまで経験し なかったような 様々な課題が浮 かび上がっ

てきたものと思 いますし，さら に，感染拡大を 防止しつつ，

事件処理を回復 軌道に乗せてい くという新たな 段階では，

今回の事態によ って生じること となった法的紛 争等への対

応に万全を期す るとともに，緊 急事態宣言下に おけるＩＴ

技術の利用の拡 大等による生活 様式の変容や， 感染予防の

ための「新しい 生活様式」の定 着が求められて いることを

踏まえ，裁判運 営についても， 視野を広げて現 在のありよ

うを見直し，運 用改善を実践し ていくことが求 められてい

るといえるでしょう。  

これまでの長官 所長会同では， 部の機能を高め ていくた

めに部総括裁判 官や所長に求め られる役割等に ついて協議

が行われ，部に おいて，広く司 法 行政上の課題 等について

も忌たんのない 議論を交わすこ とが，事件処理 上の課題を

めぐる議論の深 化や広がりにも つながるとの認 識が深まっ
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てきているとこ ろですし，裁判 所とその置かれ た地域社会

とのつながりの 意義をより意識 し，日常の事件 処理に反映

させていくこと の重要性も指摘 されてきました 。新型コロ

ナウイルス感染 症への対応は， 正に，部を起点 として，裁

判所の果たすべ き役割，更には ，地域の実情を も視野に入

れた上で，庁全 体で認識を共有 し，その認識を 踏まえて，

個別の事件の特 性に応じた対応 を検討していか なければな

らない問題とい うことが できま す。この事態の 中で現実に

浮 か び 上 が っ た 課 題 を ,こ れ ま で の 長 官 所 長 会 同 で 積 み 上

げられてきた議 論の実践局面と いう観点からも 分析して，

今後の対応にい かしていくこと は，裁判所が， ますます加

速していく社会 の変化の中で， どのような状況 下において

も必要な役割を 果たせるように その機能を強化 し，国民の

期待と信頼に応 えていくために も不可欠である と考えられ

ます。  

先に述べたよう に，現在は，感 染拡大を予防し つつ，事

件処理を回復軌 道に乗せていく 過程にあるとい えますが，

利用者の不安感 等への配慮に関 しては息の長い 工夫がこれ

からも必要とな りますし，感染 拡大防止と調和 のとれた庁

全体としての適 切な事件管理に ついてはこの間 の検討の真
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価が試されるこ とになります。 全ての裁判所職 員が，真摯

にその職責を果 たしていくこと を期待して，私 の挨拶とし

ます。  

以上  

 


